
 

 

 

令和３年度２月第 11回美浦村定例教育委員会議事録 

  

◯開会日時   令和４年２月 24日（木）午前９時 30分 

◯閉会日時   令和４年２月 24日（木）午前 10時 15分 

◯開会場所   美浦村役場 ３階 大会議室 

◯出席委員等 

教育長             富永  保 

教育長職務代理者        山﨑 満男 

委 員            小峯 健治 

委 員           浅野 千晶 

委 員           石橋 慎也 

◯出席事務局職員 

 教育部長          木鉛 昌夫 

学校教育課長        小山 久登 

指導室長          森永 佐由美 

子育て支援課長       福田 浩子 

生涯学習課長        吉原 克彦 

美浦幼稚園長             坂本 千寿子 

大谷保育所長         保科 八千代 

木原保育所長        永井 弘子 

◯欠席委員           なし 

◯傍聴人            ０人 ※傍聴中止 

◯提出議案及び議決結果 

 

案  件 審議結果 

協議第１号 
令和３年度美浦村一般会計補正予算に係る意見聴取

について 
－ 

協議第２号 
令和４年度美浦村一般会計予算に係る意見聴取につ

いて 
－ 
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○教育長 

ただいまより、令和３年度第 11回定例教育委員会を開会いたします。本日の会議

は、全員御出席をいただいております。教育委員会会議規則第 17条第２項により、議

事録署名委員を指名いたします。石橋委員、お願いいたします。 

 

【協議第１号 令和３年度美浦村一般会計補正予算に係る意見聴取について】 

【各所属長 説明】 

【質疑なし】 

 

【協議第２号 令和４年度美浦村一般会計予算に係る意見聴取について】 

【各所属長 説明】 

【質疑なし】 

 

【その他 図書の貸出しサービスについて】 

 

○浅野委員 

令和３年１月の書面審議のときに、お話をさせていただいたことなんですけれども、

図書の貸出しサービスについてというご質問をさせていただきました。どういうことか

といいますと、貸出中の図書については次の予約を入れることができます。ただ、書架

にあるものについては、予約ができないというシステムになっているんですね。それは

不自由なので、書架にある、なしに関わらず、あらかじめ予約というかお取り置きがで

きると借りやすいのではないかということを質問させていただいたんですけれども、そ

のときは、来館者優先ということで回答をいただき、図書館法などで定まっているのか

なと思ったんです。ですが、また今年も図書室が閉まっている状況で、やはりとても不

自由しましたので、近隣はどうなのかなということで 10 か所に電話で問合せてみたん

ですけれども、まとめたペーパー配らせていただいてよろしいでしょうか。近隣の図書

館に問合せたところ、美浦村と同じようにしているところは、つくば市だけだったんで

すね。稲敷市は、電話やネットで予約して、近くの公民館でも受け取ることができます。

阿見町は、ネットのみで電話では受け付けていません。土浦市と牛久市は、どちらでも

オーケーということですね。これについては、書架にあるものも大丈夫ということです。

それから、龍ケ崎市は、電話での受付は当日受付になり、ネットでの受付は翌日受付に

なるので、当日来館した方が優先ということですね。取手市は、オーパックという取り

置きをしてもらうためのシステムがあるそうです。潮来市は、当日のみ電話で受け付け

て、当日のみ取り置いておくと、もし当日いらっしゃらなければ所管に戻しますという

ことでした。ネットでは、美浦村と同じように、貸出し中の本のみ予約できるというこ

とでした。どうして潮来市と笠間市が入ってるかっていうと、茨城県でも大変貸出しの

多い一、二を争うような市町村ということで聞いてみました。つくば市だけは美浦村と

同様で、在架のものについては来館者優先ということです。それで、法律で定まってい

るわけではなかったんだなということが分かったんですけれども、そのときにもお話し

したんですが、美浦村には書店がありません。今回、幼稚園も休園になったりして、も

しこういったサービスができていれば幼稚園がお休みになった子育て中のお母さんとか

も絵本をあらかじめお願いしておいて、非接触で借りることも可能だと思うんです。そ

ういったことをいろいろ、利用者目線で考えていただけないかなというふうに思います。

美浦村では、読書推進事業もやってきたので、そういったことを考えていただいて、来

年度とかすぐには無理かもしれませんし、システムを変えるのは大変かもしれないです



2 

けど、電話で受付けぐらいはできるのではないかということを考えていただけないかな

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

○生涯学習課長 

 浅野委員のご意見ありがとうございます。こちらの市町村一覧を見させてもらうと

全て図書室ではなく図書館でございます。本村の場合、公民館の中の一つの附属の図書

室でございます。今回、公民館自体がまん延防止等重点措置により、閉館ということに

なっております。図書館であれば、図書館独自のそういう仕組みもできるんでしょうけ

れども、中央公民館の中の図書室は奥まったところにございますので、難しいという認

識でございます。やるやらないにしろ、できるできないにしろ、検討させていただきな

いのですが、ただし、かなり難しいハードルはあるという認識でございます。いずれに

しろご提案をいただきましたので、公民館運営審議会にお諮りして、話を進めていきた

いなというふうに思います。 

 

○浅野委員 

休館中の貸出しとは別問題です。休館中の貸出しは、こういうものができていたらと

いうことで考えたんですけれども、基本は書架にあるものも予約できる、取り置いてい

ただけるというような、そういったことをお願いしたいんです。休館中にも図書室を開

けてくださいっていうのとはまた別問題です。 

 

○生涯学習課長 

休館中の話ではなく、取り置きの話ということでございますが、取り置きにつきま

しては、前回ご説明させていただいていただいたように、やはり来館者を優先していき

たいというところは、今のところ変わりございません。ですが、そういったご要望があ

るということであれば、検討したいと思います。 


